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減
額
認
定
証

　

減
額
認
定
証
は
、
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
方
が
入
院
し
た
際
に
医

療
費
や
食
事
代
な
ど
の
自
己
負
担

限
度
額
を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要

な
も
の
で
す
。
現
在
お
使
い
の
減

額
認
定
証
は
、
７
月　

日
で
有
効

31

期
限
が
満
了
し
ま
す
の
で
、
８
月

以
降
は
使
用
で
き
ま
せ
ん
。

　

減
額
認
定
証
を
持
ち
、
家
族
全

員
の
所
得
課
税
情
報
が
判
明
し
て

い
て
、
８
月
１
日
以
降
も
該
当
す

る
方
に
は
、
７
月
中
に
新
し
い
減

額
認
定
証
を
送
付
し
ま
す
。
７
月

中
に
送
付
の
な
い
方
も
、
入
院
中

ま
た
は
、
入
院
予
定
の
場
合
は
該

当
す
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

　

お
手
元
の
保
険
証
の
有
効
期
限

は
、
平
成　

年
７
月　

日
ま
で
で

23
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す
が
、
医
療
機
関
で
支
払
う
窓
口

負
担
の
割
合
は
、
前
年
の
所
得
に

応
じ
て
毎
年
判
定
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
の
で
、
有
効
期
限
内

で
も
負
担
割
合
が
変
わ
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

　

８
月
か
ら
負
担
割
合
が
変
わ
る

方
へ
、
７
月
中
に
案
内
を
し
ま
す

の
で
、
住
民
課
で
保
険
証
を
交
換

し
て
く
だ
さ
い
。

 

窓
口
負
担
割
合

　

医
療
機
関
で
支
払
う
窓
口
負
担

の
割
合
は
、
３
割
負
担
と
１
割
負

担
が
あ
り
ま
す
。

○
３
割
負
担（
現
役
並
み
所
得
者
）

　

住
民
税
課
税
所
得
が　

万
円
以

145

上
あ
る
被
保
険
者
と
、
そ
の
方
と

同
じ
世
帯
の
被
保
険
者
の
方
で

す
。

　

た
だ
し
、
左
表
の
条
件
に
該
当

す
る
方
は
、
住
民
課
で
申
請
す
る

こ
と
で
１
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

○
１
割
負
担

　

３
割
負
担
以
外
の
方
は
、
１
割

負
担
で
す
。

自
己
負
担
限
度
額

○
高
額
療
養
費

　

１
カ
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担

額
が
限
度
額
を
超
え
る
と
、
超
え

た
額
は
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給

さ
れ
ま
す
。

○
入
院
時
の
食
事
代
な
ど

　

入
院
し
た
と
き
は
、
医
療
費
の

自
己
負
担
額
の
ほ
か
に
、
食
事
代

や
居
住
費
を
支
払
い
ま
す
。

　

右
下
の
表
の
区
分
Ⅱ
で
、
減
額

認
定
証
の
長
期
入
院
該
当
年
月
日

欄
に
日
付
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い

方
は
、
過
去　

カ
月
の
入
院
日
数

12

が　

日
を
超
え
る
と
食
事
代
が
軽

90
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

高額医療費の自己負担限度額
自己負担限度額

区　　分 外来＋入院
（世帯単位）

外　来
（個人単位）

　80,100円＋医療費が
267,000円を超えた場合、
超えた分の１％　　　※

44,400円　現役並み所得者

44,400円　12,000円　一般
24,600円　

8,000円　
区分Ⅱ住民税

非課税世帯 15,000円　区分Ⅰ

※過去12カ月に３回以上高額療養費の支給を受けている場合は、
４回目以降は44,400円になります。

食事代・居住費の標準負担額
生活療養標準負担額
（療養病床に入院）

食事療養標準負担額
（療養病床以外に入院）区　　分

居住費（１日）食事代（１食）食事代（１食）

320円

460円260円現役並み所得者・一般

210円
210円90日までの入院区

分
Ⅱ

住
民
税
非
課
税
世
帯

160円過去12カ月で
90日を超える入院

130円
100円

年金受給額が
80万円以下の方区

分
Ⅰ 　　0円100円老齢福祉年金を
受給している方

負担割合が変わる方は
保険証の交換が必要です

KOUKIKOUREISHA NEWS

申請すると窓口負担割合が１割になる方
条　　　件世帯構成

被保険者の収入が383万円未満
被保険者が１人で、
ほかに70歳以上の方
がいない世帯

70～74歳の方と被保険者の収入の合計が
520万円未満

被保険者が１人で、
ほかに70～74歳の方
がいる世帯

被保険者の収入の合計が520万円未満被保険者が２人以上
いる世帯

知っていますか
自己負担限度額

KOUKIKOUREISHA NEWS

後期高齢者医療制度ニュース

後期高齢者医療制度に関するお
問い合わせは、

住民課生活安全グループへ
�76・2130
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倒
産
や
解
雇
、
雇
い
止
め
に
よ

っ
て
離
職
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
方

に
つ
い
て
、
離
職
日
の
翌
日
か
ら

一
定
期
間
、国
民
健
康
保
険
税（
国

保
税
）
を
軽
減
す
る
制
度
が
で
き

ま
し
た
。

　

離
職
し
て
、
現
在
国
保
に
加
入

し
て
い
る
方
や
、
社
会
保
険
を
任

意
継
続
し
て
い
る
方
は
、
軽
減
を

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

対
象
者

　

次
の
�
〜
�
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
方
で
す
。 

�
離
職
年
月
日
が
、
平
成　

年
３

21

月　

日
以
降

31

�
離
職
日
に　

歳
未
満

65

�
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
の
離

職
理
由
コ
ー
ド
が
「　

、　

、

11

12

　

、　

、　

、　

、　

、　

、

21

22

23

31

32

33

　

」
の
い
ず
れ
か

34
※
季
節
的
に
雇
用
さ
れ
て
い
る
方

や
定
年
退
職
者
、
自
己
都
合
の
退

職
者
は
対
象
外
で
す
。

軽
減
内
容

　

国
保
税
を
算
定
す
る
に
あ
た

り
、対
象
者
の
前
年
所
得
の
う
ち
、

給
与
所
得
を　

分
の　

と
み
な
し

100

30

ま
す
。
な
お
給
与
所
得
以
外
の
所

得
や
対
象
者
以
外
の
被
保
険
者
の

所
得
お
よ
び
適
用
期
間
外
は
軽
減

の
対
象
外
で
す
。

適
用
期
間

　

軽
減
の
適
用
期
間
は
、
離
職
の

翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
で
す
。

た
だ
し
、
制
度
が
始
ま
る
前
１
年

以
内
（
平
成　

年
３
月　

日
〜
平

21

31

成　

年
３
月　

日
）
に
離
職
し
た

22

30

方
は
、平
成　

年
度
末
ま
で
で
す
。

22

申
告
方
法

　

軽
減
を
受
け
る
に
は
申
告
が
必

要
で
す
。
次
の
も
の
を
持
っ
て
、

住
民
課
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。　

○
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

○
印
鑑

 

　

国
保
税
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
収
入

や
資
産
、
加
入
世
帯
員
数
に
応
じ

て
お
金
を
出
し
合
い
、
病
気
や
ケ

ガ
の
医
療
費
に
充
て
る
税
金
で

す
。

　

国
保
税
額
は
医
療
分
、
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
を
支
援
す
る
た
め

の
支
援
金
分
、　

〜　

歳
の
人
が

40

64

納
め
る
介
護
保
険
料
の
介
護
分
の

合
計
額
で
算
定
し
ま
す
。

　

今
年
度
は
、
医
療
分
と
支
援
金

分
の
課
税
限
度
額
だ
け
が
改
正
さ

れ
、
税
率
は
改
正
さ
れ
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
下
表
の
と
お
り
で
す
。

 

国
保
税
の
軽
減

　

前
年
中
の
世
帯
の
合
計
総
所
得

額
が
下
表
の
基
準
以
下
の
場
合

は
、
国
保
税
の
均
等
割
額
と
平
等

割
額
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
国
保
加
入
者
が
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
の
加
入
者
と

な
っ
た
た
め
、
そ
の
世
帯
の
国
保

加
入
者
が
１
人
と
な
っ
た
場
合

は
、平
等
割
が
半
額
に
な
り
ま
す
。

平成22年度の国保税額
介護分支援金分医療分賦課標準

0.9％1.0％5.6％前年の総所得金額などから
基礎控除額33万円を引いた額所 得 割

7.6％6.0％38.0％今年度に納付すべき土地と
家屋にかかる固定資産税額資 産 割

9,000円6,000円30,000円加入者１人につき均 等 割

6,000円4,000円25,000円加入１世帯につき平 等 割

100,000円
120,000円470,000円改正前

算定した合計額の限度額課税限度額
130,000円500,000円改正後

国保税の軽減基準
軽減率世帯の合計総所得額

７割軽減33万円以下

５割軽減33万円＋［24万５千円×
（世帯主以外の国保加入者数＋世帯主以外の旧国保加入者数）］以下

２割軽減33万円＋［33万円×
（世帯の国保加入者数＋世帯の旧国保加入者数）］以下

※旧国保加入者とは、国保から後期高齢者医療保険に移行した方です。

もし失業してしまったら
国保税が軽減されます

KOKUHO NEWS 新制度

国保税限度額が改正
税率は改正なし

KOKUHO NEWS

国民健康保険ニュース

国民健康保険税に関するお問い
合わせは、

住民課町税グループへ
�76・2130


